
 ３歳児から５歳児までの全ての子供の保育料が無料になっています。

幼児教育・保育の無償化

 無償化の期間は、満３歳になった後の４月から小学校入学前までの３年間です。
 ０歳から２歳までの子供については、市民税非課税世帯を対象として保育料が無料になります。
 子供が２人以上いる世帯の負担軽減については、これまでと同様に、保育所等を利用する最年長の子

供※１を第１子とカウントして、０歳から２歳までの第２子は半額、第３子以降は無料になります。
※１ 市民税所得割額57,700円未満世帯は、第１子の年齢を問いません。

 延長保育料、実費徴収の費用（教材費等）や特定負担額（上乗せ徴収）などは、無償化の対象外であ
り、保護者の方のご負担になります。

 ３歳から５歳までの給食費（主食費・副食費）も無償化の対象外です。吹田市又は各施設に直接お支
払いください。ただし、年収360万円未満相当世帯の子供や第３子以降の子供は、副食費を免除します。

 ０歳から２歳までの子供については、保育料に主食費・副食費を含みます。

保育所・認定こども園（保育部分）等（２・３号認定）の無償化

幼稚園・認定こども園（教育部分）（１号認定）の無償化

 満３歳児から５歳児までの全ての子供の保育料が無料になっています。

 無償化の期間は、満３歳になった時から小学校入学前までです。
 実費徴収の費用（教材費等）や特定負担額（上乗せ徴収）などは、無償化の対象外であり、保護者の

方のご負担になります。
 給食費（主食費・副食費）も無償化の対象外です。吹田市又は各施設に直接お支払いください。ただ

し、年収360万円未満相当世帯の子供や第３子以降の子供は、副食費を免除します。

副食費の免除

令和４年８月版

 １号認定・２号認定ともに副食費を免除する場合があります。
【免除対象者】
 父母の市民税所得割額の合計額※３が基準額未満である世帯の子供

１号認定…77,101円未満 ・ ２号認定…57,700円未満（ひとり親世帯等は77,101円未満）
※３ 祖父母等と同居している場合で、父母の収入のみで生計が成り立っていると認められない場合は、祖父母等の市民税額により判断

します。

 所得階層に関わらず多子軽減カウントを適用して第３子以降となる子供
 生活保護受給世帯の子供
【対象期間（判定対象課税年度が年度の途中で切り替わります）】
 令和４年４月～令和４年８月分の副食費…令和３年度の市民税額で判定
 令和４年９月～令和５年３月分の副食費…令和４年度の市民税額で判定

【手続き】
 原則不要。ただし、課税状況が分からない場合は免除対象外となりますので、税申告等の手続きが

必要な場合があります。
【お知らせ】
 免除の対象になる方には、後日吹田市からお知らせします。（同時期に各施設にも通知）
【留意事項】
 市民税額の変更や世帯の変更等により、年度途中で免除対象外になる場合があります。

◆ 預かり保育利用料※２の無償化については、裏面をご確認ください。
※２ 預かり保育とは、幼稚園・認定こども園が教育時間（４時間程度）の前後や長期休業期間中に教育・保育活動を行う事業を指し、

その事業の利用料を預かり保育利用料と言います。



幼稚園・認定こども園（教育部分）の預かり保育の無償化

≪お問い合わせ先≫

吹田市 児童部 保育幼稚園室（吹田市役所 低層棟２階 ２１７番窓口）
【保育料・認定に関すること】入園グループ／ 【預かり保育の無償化に関すること】経理・整備グループ

TEL:06-6384-1592 FAX：06-6384-2105 平日9：00～17：30（土・日・祝日は休み）

 保育の必要性があると事前に吹田市から認定された場合に限り、預
かり保育利用料の一部が実質的に無償になります。

 認定を受けた子供の預かり保育利用料をお支払いください。後日、
納めた利用料に相当する給付金を吹田市から支給します（償還払い方式）

 保育の必要性があると認定された３歳※４から５歳までの子供と保育の必要性があると認定された市
民税非課税世帯の満３歳の子供が対象です。※４ 満３歳になった後の４月から

 無償となる額に上限があります。上限額は、月額11,300円（市民税非課税世帯の満３歳児は16,300
円）と日額450円×その月の利用日数のうち、少ない方の額になります。

 吹田市から確認を受けた「預かり保育事業」を利用した場合の利用料が無償化の対象です。

 令和４年度の給付金（施設等利用費）の支給申請手続きは、施設等利用給付認定又は施設等利用費支
給決定の通知時にご案内します。

 給付金の支給は、年４回です（支給申請は３か月に１回）。
 時効（利用月の翌月１日から２年間）を過ぎたものは申請できなくなりますのでご注意ください。

幼稚園・認定こども園（教育部分）利用時の認定と無償化内容

年齢 要件 認定 無償化の内容

３歳～５歳 保育の必要性がある
１号認定＋
新２号認定

保育料０円＋
預かり保育利用料一部無償（月額最大11,300円）

満３歳
保育の必要性がある＋
非課税世帯

１号認定＋
新３号認定

保育料０円＋
預かり保育利用料一部無償（月額最大16,300円）

満３歳～５歳 上記以外 １号認定 保育料０円

預かり保育利用料に対する給付金の計算

≪給付金の計算≫
月ごとに以下のＡ・Ｂ・Ｃのうち

一番少ない額になります。
Ａ：11,300円

（市民税非課税世帯の満３歳児は16,300円）

Ｂ：日額450円×その月の利用日数
Ｃ：その月に実際に施設に

支払った預かり保育利用料
※預かり保育利用料に含まれるおやつ代など
は給付金の対象外になります。
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おやつ代

11,300円（16,300円）

日額450円×その月の利用日数

※保育の必要性があり、認定こども園（保育利用）の利用を希望される場合には、保育所等の利用申込が必要です。
認定こども園（保育利用）の利用が決定した場合には、１号認定から２号認定へ切替えます。
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預かり保育利用料に対する給付金を受けるには、教育・保育給付認定（１号）とは別に施設等利用給付
認定（新２号・新３号）の手続きが事前に必要です。

新２号・新３号認定では、保護者の方全員が「保育の必要性」の事由に該当することが必要です。
新２号・新３号認定は、預かり保育の利用を保障する認定制度ではありません。


